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平成 30年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜の基本方針 

 

 

 入学者の選抜は，次により各特別支援学校，学科等の特色に配慮しつつ，その教育を受けるに足る

能力・適性等を判定して行うものとする。 

 

第１ 一次募集 

１ 選抜の方法 

（１）普通科（職業コースを除く。） 

ア 学力検査 

（ア）知的障害のみの入学志願者に係る実施教科は国語，数学，外国語（英語）の３教科とす

る。 

   上記以外の入学志願者に係る実施教科は，３教科以上とし，国語，社会，数学，理科及

び外国語（英語）の５教科の中から各校で決定する。 

   ただし，いずれの学力検査においても，中学校又は特別支援学校中学部で履修した教科

に応じて，実施教科の一部又は全部を実施しないことができる。 

（イ）知的障害のみの入学志願者に係る検査問題は，県教育委員会が作成する。 

   上記以外の入学志願者に係る検査問題は，県教育委員会と協議の上，各校で作成する。 

（ウ）知的障害のみの入学志願者に係る実施時間は，各教科それぞれ 30分とする。 

   上記以外の入学志願者に係る実施時間は，各教科それぞれ 30 分から 50 分の間の時間と

し，各校で決定する。 

（エ）配点は，各教科それぞれ 100点満点とする。 

（オ）検査問題は，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領のうち中学部の内容に準拠した

内容とし，基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況並びにこれらを活用して課題を解

決するために必要な思考力，判断力，表現力等を幅広く検査するよう配慮して出題する。 

イ 面接  

   ウ その他 

     ア及びイに定めるもののほか，特別支援学校長（以下「校長」という。）は，必要に応じて

観点を定め，検査を実施することができる。 

      

（２）普通科職業コース 

ア 学力検査 

（ア）実施教科は，国語，数学，外国語（英語）の３教科とする。 

（イ）検査問題は，県教育委員会が作成する。 

（ウ）実施時間は，各教科それぞれ 30分とする。 

（エ）配点は，各教科それぞれ 100点満点で，合計 300点満点とする。 

（オ）検査問題は，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領のうち中学部の内容に準拠した

内容とし，職業生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況並びにこれらを

活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等を幅広く検査するよう配

慮して出題する。 

イ 作業・運動能力検査 
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（ア）実施時間は，50分とする。 

（イ）配点は，200点満点とする。 

（ウ）検査は，次の点に配慮して実施する。 

ａ 作業能力検査は，指示の理解度，作業遂行能力，手先の巧
ち

緻性等について幅広く検査

する。 

ｂ 運動能力検査は，基礎的な運動能力や身体各部位の動き等について幅広く検査する。 

ウ 面接 

（ア）集団面接とする。 

（イ）実施時間は，30分以内とする。 

（ウ）配点は，100点満点とする。 

（エ）評価は，理解力，判断力，表現力，意欲，態度の観点で行う。 

 

（３）専門教育を主とする学科 

ア 学力検査 

（ア）検査問題は，県教育委員会と協議の上，学科の特色に応じ，当該校が作成する。 

（イ）実施時間は，各教科等それぞれ 90分以内とする。 

（ウ）配点は，学科の特色に応じて，別に定めることとする。 

イ 面接及び職業適性機能検査 

     校長は，学科の特色に応じ，面接及び学科に関連する職業適性機能検査を実施 

することができる。 

 

２ 合格者の決定 

（１）普通科（職業コースを除く。） 

学力検査，調査書，面接及び必要に応じて実施した検査の結果を総合的に判断して決定する。 

 

 （２）普通科職業コース 

    学力検査，作業・運動能力検査，調査書及び面接の結果を総合的に判断して決定 

する。 

 

（３）専門教育を主とする学科 

学力検査の結果，調査書，面接及び学科に関連する職業適性機能検査を実施した学科にあっ

ては，その結果並びに校長が別に定める書類の記載事項を総合的に判断して決定する。 

 

第２ 二次募集 

 １ 実施学校・対象学科 

普通科（職業コースを除く。）並びに一次募集における合格者数（入学を辞退した者を除く。）

が入学定員に満たない普通科職業コース及び専門教育を主とする学科において実施する。 

 

２ 選抜の方法 

   一次募集と同様に実施する。  
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３ 合格者の決定 

   一次募集と同様に実施する。 

 

第３ その他 

入学者選抜の結果に係る簡易開示については，別に定めるところによる。 
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平成 30年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜日程 

 

 

１ 一次募集 

内 容 実施日・期間 

就学区域外出願受付 12月 20日(水)～１月 30日(火)正午 

入 学 願 書 等 受 付 

調 査 書 等 提 出 
２月 14日(水)～２月 19日(月)正午 

学 力 検 査 等 
３月６日（火）～３月７日（水） 

（学校により３月６日(火)のみを実施日とすることがある。） 

合 格 者 発 表 ３月 14日（水） 

 

２ 二次募集 

内 容 実施日・期間 

入 学 願 書 等 受 付 ３月 19日(月)～３月 20日(火)正午 

学 力 検 査 等 ３月 22日（木） 

合 格 者 発 表 ３月 23日（金） 
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平成 30年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項 

 

 

 

平成 30 年度広島県立特別支援学校高等部の入学者の選抜は，「平成 30 年度広島県立

特別支援学校高等部入学者選抜の基本方針」に定めるもののほか，この要項に定めると

ころにより実施する。 

 

 

この要項における用語の定義は，次のとおりである。 

 

用 語 定 義 

中学校 中学校，義務教育学校又は中等教育学校の前期課程 

中学校を卒業 中学校を卒業（中等教育学校の前期課程の場合は修了） 

出身学校 

志願者が卒業又は在学している特別支援学校中学部，中学

校，義務教育学校又は中等教育学校の前期課程 

ただし，専攻科については，志願者が卒業又は在学している

特別支援学校高等部，高等学校又は中等教育学校 

出身学校長 出身学校の校長 

 

就学区域規則 

 

広島県立特別支援学校の就学区域に関する規則（平成 15 年

広島県教育委員会規則第９号）  

出身学校卒業後５年を超

える者 
平成 24年３月以前に出身学校を卒業した者 
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第１ 一次募集 

１ 実施校・対象学科 

（１）普通科（職業コースを除く。） 

障害種別 学校名 

視覚障害 広島中央特別支援学校 

聴覚障害 広島南特別支援学校 

肢体不自由 広島特別支援学校，福山特別支援学校，西条特別支援学校 

病弱 広島西特別支援学校 

知的障害 

尾道特別支援学校，尾道特別支援学校しまなみ分校，広島特別

支援学校，廿日市特別支援学校，福山北特別支援学校，三原特

別支援学校，呉特別支援学校，庄原特別支援学校，広島北特別

支援学校，沼隈特別支援学校，黒瀬特別支援学校，呉南特別支

援学校 

  

（２）普通科職業コース 

障害種別 学校名 

知的障害 福山北特別支援学校，広島北特別支援学校 

 

（３）専門教育を主とする学科 

障害種別 学校名 学科 

視覚障害 広島中央特別支援学校 
保健理療科, 

専攻科理療科，専攻科保健理療科 

 

２ 対象学年 

   第１学年 
 

３ 入学定員 

（１）普通科（職業コースを除く。） 

    若干名とする。 

 

（２）普通科職業コース 

学校名 学科 入学定員 

福山北特別支援学校 普通科職業コース 16人（２学級） 

広島北特別支援学校 普通科職業コース 16人（２学級） 

 

（３）専門教育を主とする学科 

学校名 学科 入学定員 

広島中央特別支援学校 

保健理療科 ８人（１学級） 

専攻科理療科 ８人（１学級） 

専攻科保健理療科 ８人（１学級） 
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４ 出願に係る就学区域 

（１）本校・分校 

    志願者は，就学区域規則により就学することができるものと定められた特別支

援学校に出願することができる。 

  

（２）分級・分教室 

   出願することができる地域等は，各分級・分教室の設置目的を踏まえ，次表の

とおりとする。 

本 校 分級・分教室 地  域  等 

西条特別支援学校 八本松分級 
広島県立わかば療育園に入所している者

（入所する見込みの者を含む。） 

三原特別支援学校 大崎分教 室 保護者の住所が大崎上島町の者 

呉特別支援学校 江 能 分 級 
保護者の住所が江田島市，呉市（音戸町及

び倉橋町に限る。）の者 

黒瀬特別支援学校 安 浦 分 級 
医療法人西本会安浦病院に入院している

者（入院する見込みの者を含む。） 

※ 保護者とは，未成年の者についてはその親権者又は未成年後見人（親権者又

は未成年後見人に事故等のやむを得ない事由があるときは，その代理人），成

年の者についてはその保証人をいう。 

 

５ 出願資格 

（１）学校教育法施行令第 22 条の３に該当する視覚障害者，聴覚障害者，知的障害  

者，肢体不自由者又は病弱者であって，かつ，次のアからウまでのいずれかの  

条件を満たす者が出願できる。この場合において，出願できる学科の障害種別に

ついては，「第１ 一次募集」の「１ 実施校・対象学科」のとおりとする。た

だし，高等学校卒業者は，知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学

校（視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校において，当該志願者に対して，入学後，知的障害者である

生徒に対する教育を行う特別支援学校の教育課程を編成する必要があると志願

先校長が判断する場合も含む。）を志願することはできない。 

ア 専攻科以外の学科（普通科職業コースを除く。） 

   （ア）平成 30 年３月に特別支援学校中学部を卒業する見込みの者又は特別支援

学校中学部を卒業した者 

   （イ）平成 30年３月に中学校を卒業する見込みの者又は中学校を卒業した者 

   （ウ）学校教育法施行規則第 95条各号のいずれかに該当する者又は平成 30年３

月に同条第１号若しくは第２号に規定する課程を修了する見込みの者 

イ 普通科職業コース 

前記アの（ア）から（ウ）までのいずれかに該当する者のうち，公共交通機

関等を利用して自力で通学することが見込める者 

ウ 専攻科 

   （ア）平成 30 年３月に特別支援学校高等部を卒業する見込みの者又は特別支援

学校高等部を卒業した者 
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   （イ）平成 30 年３月に高等学校若しくは中等教育学校を卒業する見込みの者又

は高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者（これに相当する課程を修了

した者を含む。） 

   （ウ）学校教育法施行規則第 150 条各号のいずれかに該当する者又は平成 30 年

３月に同条第１号若しくは第２号に規定する課程を修了する見込みの者 

        

（２）志願者は，二つ以上の県立特別支援学校を併願することはできない。ただし，

広島特別支援学校の就学区域にある者で，広島北特別支援学校の普通科職業コー

スに出願した者は，広島特別支援学校の普通科を併願できるものとする。 

 

（３）専門教育を主とする学科においては，専攻科理療科と専攻科保健理療科の併願

ができる。併願の方法については，当該特別支援学校長が別に定める。 

 

（４）普通科職業コースに出願した者は，当該特別支援学校の普通科（職業コースを

除く。）を併願できるものとする。併願の方法については，当該特別支援学校長

が別に定める。ただし，広島特別支援学校の就学区域にある者は，広島北特別支

援学校の普通科（職業コースを除く。）を併願できない。 

 

６ 出願手続 

（１）出願書類 

    出願に必要とする書類（以下「出願書類」という。）は，次のとおりとする。 

  ア 入学願書（様式第１号） 

広島北特別支援学校の普通科職業コースを志願し，広島特別支援学校の普通

科を併願する者（以下「二校併願者」という。）は，入学願書及び入学併願書

（様式第１号の２） 

   イ 調査書（出身学校卒業後５年を超える者については，卒業証明書） 

特別支援学校長は，調査書に障害の状況を記載する欄を必ず設けること。 

障害の状況の記載事項については，別表第３「実態把握の観点」を参考とす

ること。 

ウ 特別支援学校長が別に定める書類 

 

（２）出願期間 

 出願書類の提出は，平成 30 年２月 14 日（水）から２月 19 日（月）正午まで

とする。 

なお，郵便により提出する場合は，簡易書留郵便により，２月 16日（金）まで

に必着するよう提出すること。 

また，出身学校長は，郵便により提出後，電話により速やかに提出先の特別 

支援学校長に郵便により提出した旨の連絡を行うこと。 

 

（３）出願方法 

   ア 志願者 

     志願者は，入学願書を作成し，志願する特別支援学校の中学部を卒業する見

込みの者又は卒業した者は，志願先の特別支援学校長に提出し，その他の者は，
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出身学校長を経由して志願先の特別支援学校長に提出する。ただし，二校併願

者は，入学願書及び入学併願書を作成し，上記と同様の方法により，広島北特

別支援学校長に提出する。 

出身学校卒業後５年を超える者については，志願先の特別支援学校長（二校

併願者は広島北特別支援学校長）に直接持参により提出するものとする。 

   イ 出身学校長 

     出身学校長は，志願者から提出された入学願書（二校併願者は入学願書及び

入学併願書）の記載事項に誤りがないことを確認の上，調査書，特別支援学校

長が別に定める書類及び志願者名簿（様式第２号）を２部添えて，前記（２）

の期間内に志願先の特別支援学校長に提出する。 

   ウ 志願先特別支援学校長 

   （ア）志願先特別支援学校長（二校併願者においては，広島北特別支援学校長を

いう。以下同じ。）は，志願者又は出身学校長から出願書類の提出を受けたと

きは，この要項及び志願先特別支援学校長が定める要件を備えていることを

確認の上，これを受理し，所定の欄に受付印を押印する。 

   （イ）出願書類を受理した志願先特別支援学校長は，出身学校と志願先特別支援

学校が異なる場合，受付印を押印した志願者名簿（様式第２号）１部を出身

学校長に交付する。  

   （ウ）入学併願書を受理した広島北特別支援学校長は，入学併願書の写しとその他

の出願書類を保管するとともに，当該入学併願書にその志願者の出願書類（入

学併願書を除く。）の写しを添付して広島特別支援学校長へ遅滞なく送付する

ものとする。 

   （エ）二校併願者の入学併願書及び出願書類（入学併願書を除く）の写しを受領し

た広島特別支援学校長は，入学併願書に受付番号を記入して二校併願者の内，

自校の生徒，卒業生及び出身学校卒業後５年を超える者については二校併願者

へ，その他の二校併願者については出身学校長へ，その写しを交付するものと

する。 

エ その他 

（ア）出身学校長から志願先特別支援学校長に，郵送による出願書類の提出を行

った旨の電話連絡があった場合，志願先特別支援学校長はその連絡があった

日時及び出身学校の応対者名を出願書類郵送連絡記録簿（様式第 16号）に記

録すること。 

（イ）郵便による提出を行う旨の連絡があった出身学校から出願書類が届いた場

合，志願先特別支援学校長は，出身学校長にその旨を電話連絡し，その連絡

をした日時及び出身学校の応対者名を出願書類郵送連絡記録簿（様式第 16

号）に記録すること。 

（ウ）志願先特別支援学校長は，郵便による出願書類の提出の連絡があったにも

関わらず平成 30年２月 16日（金）午後４時までに届かなかった場合，「一次

募集の『入学願書（二校併願者は入学願書及び入学併願書）』，『調査書』及び

『特別支援学校長が別に定める書類』の郵便による送付における未着事態へ

の対応」（別紙１）により対応する。 
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（４）就学区域外出願 

   ア 教育委員会の許可が必要な場合 

次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当する者は，入学願書提出前に，

特別支援教育課に必要書類（別表第１参照）を平成 29年 12月 20日（水）から

平成 30 年１月 30 日（火）正午までに提出し，就学区域外出願の許可を受けな

ければならない。 

なお，結果は，出身学校長（出身学校卒業後５年を超える者については志願

者）に通知する。 

   （ア）就学区域規則第４条により，所定の就学区域外の特別支援学校を志願しよ

うとする者 

   （イ）出願時において，保護者の住所が志願先特別支援学校の就学区域外にある

者（県外居住者及び海外居住者を含む。）で，入学時に，当該校の就学区域内

に保護者が居住する予定の者 

   （ウ）その他（イ）に準ずる者 

 

〔就学区域外出願許可願提出先〕 

提出先 提出先住所 提出期間 

広島県教育委員会 

事 務 局 教 育 部 

特 別 支 援 教 育 課 

〒730-8514 

広島市中区基町 

９番 42号 

平成 29年 12月 20 日（水）から 

平成 30年 １月 30 日（火）正午まで 

※ なお，郵便により提出する場合は，  

 簡易書留郵便により，平成 30 年１月 

 29日（月）までに必着するよう提出す 

 ること。 
 

 
    （エ）提出期限後に，保護者の転勤等により教育委員会の就学区域外出願許可が

必要となる志願者については，特別支援教育課の判断に従って手続を行うこ

と。 

   イ 教育委員会の許可が不要な場合 

保護者が，平成 30 年２月 14 日（水）現在，単身赴任などで志願先特別支援

学校の就学区域内に居住し，入学後も保護者の住所に変更がない場合は，出身

学校長意見書（様式第４号），保護者及び志願者の住民票記載事項証明書を入学

願書に添付して，入学願書受付期間内に志願先特別支援学校長に提出すること。 

 

７ 入学者選抜  

（１）選抜の期日 

平成 30年３月６日（火） ～ 平成 30年３月７日（水） 

（学校により３月６日(火)のみを実施日とすることがある。） 

 

（２）選抜の方法 

ア 特別支援学校長は，平成 30 年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜の 

基本方針に基づいて，各特別支援学校の実施要項を作成し，選抜はその実施要

項に基づき行うものとする。なお，各特別支援学校の実施要項は，平成 29 年

12月 13日（水）までに特別支援教育課に電子メールで提出する。 
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イ 特別支援学校長は，校長を委員長とする入学者選抜に関する委員会を設置し，

出願書類及び学力検査等，入学者選抜の結果を総合的に判断して，入学者の適

正な選抜を行うものとする。 

  ウ 二校併願者の学力検査等を実施した広島北特別支援学校長は，実施後遅滞な

く当該志願者の学力検査等の結果を広島特別支援学校長に知らせるものとし，

広島特別支援学校長は，当該志願者が普通科職業コースの合格者とならなかっ

た場合において，その提供された学力検査等の結果を用いて入学者選抜を行う

ものとする。 

  エ 二校併願者への入学者選抜にあたっては，広島北特別支援学校長と広島特別

支援学校長は，互いの入学者選抜事務に支障が生じないよう十分な連携を行う

ものとする。 

 

（３）選抜結果の発表 

特別支援学校長は，合格者の発表を平成 30 年３月 14 日（水）に次の方法で行

う。 

ア 各校敷地内への掲示 

イ 受検者に対して選抜結果の通知 

ウ 普通科職業コース及び専門教育を主とする学科においては，各校敷地内への

    掲示と併せて各校ホームページへの掲載 

学 校 名 ホームページアドレス 

広島中央特別支援学校 http://www.hiroshima-sb.hiroshima-c.ed.jp/ 

福山北特別支援学校 http://www.fukuyamakita-sh.hiroshima-c.ed.jp/ 

広島北特別支援学校 http://www.hiroshimakita-sh.hiroshima-c.ed.jp/ 

 

（４）選抜結果の通知及び「請書・辞退届」の提出（別紙３参照） 

ア 特別支援学校長は，平成 30 年３月 14 日（水）に，次のとおり，選抜結果の

通知等を行う。 

なお，二校併願者の入学者選抜を行った広島特別支援学校長は，同じく選抜

結果の通知等を行うものとする。 

（ア）志願する特別支援学校の中学部を卒業する見込みの者及び卒業した者並び

に出身学校卒業後５年を超える者並びに専攻科に出願した者に対しては，「入

学者選抜結果通知書」（様式第 13号）を本人に通知する。この場合において，

合格者には「請書・辞退届」（様式第 14号）を添付する。 

（イ）前記（ア）以外の者に対しては，「入学者選抜結果について（通知）」（様式

第 15 号）に様式第 13号を添付して，出身学校長に通知する。この場合にお

いて，合格者がいる場合には様式第 14号を添付する。通知を受けた出身学校

長は，様式第 13 号を本人に交付するとともに，合格者には様式第 14 号を交

付する。 

イ  合格者は，「請書・辞退届」（様式第 14号）を作成し，前記アの（ア）の者は

志願先の特別支援学校長に，その他の者は出身学校長を経由して志願先の特別

支援学校長に提出しなければならない。提出期日は，「請書」が平成 30 年３月

20 日（火）正午まで，「辞退届」が平成 30 年３月 15 日（木）午後４時までと
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する。 

なお，郵便により提出する場合は，簡易書留郵便により期日内に必着するよ

う提出すること。 

ウ 入学者選抜の結果，合格者とならなかった者が特別支援学校高等部の二次募

集に出願する場合は，改めて，後記の「第２ 二次募集」の手続を行わなけれ

ばならない。 

 

（５）諸報告 

    特別支援学校長は，別紙２に示すとおり志願状況等について特別支援教育課に

報告する。 

 

 ８ やむを得ない事由による欠席者の取扱い 

   検査当日の特別措置によっても対応できず，やむを得ず普通科職業コース又は専

門教育を主とする学科の一次募集を欠席した者のうち，欠席した事由が次の表に該

当し，志願先特別支援学校長が審査し正当と認められた場合に限り，追検査を受検

することができる。 

 事 由 

大規模災害に

よる罹災等 

○検査当日の風水震火災その他の非常災害による交通遮断等。 

疾 病 
○学校保健安全法施行規則第十八条において学校において予防

すべき感染症に指定されている疾病等。 

なお，大規模災害による罹災等にあってはやむを得ず受検できなかった理由が証

明できる書類，疾病にあっては検査当日の医師の診断書により確認する。 

（１）手続 

ア 志願者 

追検査の受検を希望する者は，次の（ア）の書類に必要事項を記入し，（ア）

及び（イ）の書類を出身学校長を経由して志願先特別支援学校長に提出する。 

ただし，出身学校卒業後５年を超える者については，（ア）及び（イ）の書

類を志願先特別支援学校長に原則保護者が直接持参により提出するものとす

る。 

（ア）追検査受検願（様式第７号） 

   （イ）大規模災害による罹災等にあってはやむを得ず受検できなかった理由が証

明できる書類，疾病にあっては検査当日の医師の診断書 

イ 出身学校長 

出身学校長は，次の（ア）から（ウ）の書類を平成 30 年３月８日（木）正

午までに原則として持参により志願先特別支援学校長に提出する。 

なお，提出にあたっては，志願者の提出した（ア）及び（イ）の書類の記載

事項等に誤りがないことを確認すること。 

（ア）追検査受検願（様式第７号） 

（イ）大規模災害による罹災等にあってはやむを得ず受検できなかった理由が証

明できる書類，疾病にあっては検査当日の医師の診断書 

（ウ）追検査受検願提出者名簿（様式第８号） 
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     出身学校長は，下記ウにより交付を受けた追検査受検承認（不承認）通知書

    （様式第９号）を追検査受検希望者に交付する。 

ウ 志願先特別支援学校長 

志願先特別支援学校長は，出身学校長から追検査受検願，大規模災害による

罹災等にあってはやむを得ず受検できなかった理由が証明できる書類（疾病に

あっては検査当日の医師の診断書）及び追検査受検願提出者名簿の提出を受け

たときは，その申請事由を審査し，必要事項を記載した追検査受検願提出者名

簿の写しとともに，追検査受検承認（不承認）通知書（様式第９号）を出身学

校長に交付する。   

 

 （２）選抜 

ア 検査方法 

  追検査は，学力検査及び面接とその他必要とする検査を実施するものとし，

    普通科職業コース又は専門教育を主とする学科を置く特別支援学校（以下「対

    象校」という。）の校長が定め，当該特別支援学校の入学者選抜実施要項によ

    り公表する。 

イ 実施期日 

     平成 30年３月 12日（月） 

ウ 集合及び開始の時刻 

     対象校の校長が別に定める。  

エ 実施場所 

     志願先特別支援学校 

 

（３）合格者の決定 

ア 特別支援学校長は，校長を委員長とする入学者選抜に関する委員会を設置し

て選抜を行うものとする。 

イ 特別支援学校長は，出願書類及び学力検査等の結果を総合的に判断して決定

する。 

ウ 合格者は一次募集の定員に含めて決定する。 

エ 二校併願者の追検査を実施した広島北特別支援学校長は，実施後遅滞なく当

該志願者の学力検査等の結果を広島特別支援学校長に知らせるものとし，広島

特別支援学校長は，当該志願者が普通科職業コースの合格者とならなかった場

合において，その提供された学力検査等の結果を用いて入学者選抜を行うもの

とする。 

 

（４）合格者の発表 

特別支援学校長は，合格者の発表を３月 14日（水）に行う。 

 

（５）その他 

  ア 入学者選抜の結果，合格者とならなかった者が特別支援学校高等部の二次募

    集に出願する場合は，改めて，後記の「第２ 二次募集」の手続を行わなけれ

    ばならない。 

  イ 二校併願者の追検査を実施するにあたっては，広島北特別支援学校長と広島
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    特別支援学校長は，互いの入学者選抜事務に支障が生じないよう十分な連携を

    行うものとする。
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第２ 二次募集 

１ 実施校・対象学科 

  一次募集を実施した特別支援学校の普通科（職業コースを除く。）並びに一次募

集の結果，入学を辞退した者を除く合格者数が入学定員に満たない普通科職業コー

ス及び専門教育を主とする学科において実施する。 
 

２ 対象学年 

  第１学年 
 

３ 入学定員 

（１） 特別支援学校の普通科（職業コースを除く。）は，若干名とする。 

 

（２）普通科職業コース及び専門教育を主とする学科の定員は，入学定員から一次募

集の合格者数（入学を辞退した者を除く。）を除いた人数とする。 
 

４ 出願に係る就学区域 

   一次募集の取扱いに準じるものとする。 
 

５ 出願資格 

   次の（１）及び（２）の両方の条件を満たす者が出願できる。 

なお，併願については，「第１ 一次募集」の「５ 出願資格」の（２），（３）

及び（４）によるものとする。 

（１）「第１ 一次募集」の「５ 出願資格」の（１）に該当する者 

 

（２）県内のいずれの特別支援学校の高等部又はいずれの高等学校（高等専門学校を

含む。）にも合格していない者 
 

６ 出願手続 

（１）出願書類 

    一次募集の手続に準じるものとする。 

    なお，出身学校長は，志願者が二次募集の「５ 出願資格」の（２）に該当す

る者であることを確認の上，出願書類の提出をすること。 

 

（２）出願期間 

    入学願書（二校併願者は入学願書及び入学併願書），調査書（出身学校卒業後

５年を超える者については卒業証明書）及び特別支援学校長が別に定める書類の

いずれについても，平成 30 年３月 19 日（月）から３月 20 日（火）正午までと

する。 

    なお，郵便による提出はできないこととする。ただし，県外者であるなど特別

な事情がある志願者については，特別支援教育課の判断によること。 

 

（３）出願方法 

    一次募集の手続に準じるものとする。 
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（４）就学区域外出願 

    教育委員会の就学区域外出願の許可が必要となる志願者については，特別支援

教育課の判断に従って手続を行うこととする。 

 

７ 入学者選抜 

   各特別支援学校長は，次のとおり入学者選抜を実施する。 

（１）選抜の期日 

平成 30年３月 22日（木） 

 

（２）実施の公表 

    広島県教育委員会ホームページにおいて，平成 30年３月 16日（金）に二次募

集の実施の有無を公表する。 

   （広島県教育委員会ホームページアドレス： 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/） 

 

（３）選抜の方法 

一次募集の手続に準じるものとする。 

 

（４）選抜結果の発表 

    平成 30年３月 23日（金）に，一次募集の手続に準じて行う。 

 

（５）選抜結果の通知及び「請書・辞退届」の提出 

    一次募集の手続に準じるものとする。 

    ただし，特別支援学校長が行う選抜結果等の通知については平成 30 年３月 23

日（金），合格者が行う「請書・辞退届」の提出期限は平成 30年３月 29日（木）

正午とする。 

 

（６）諸報告 

    特別支援学校長は，別紙２に示すとおり志願状況等について特別支援教育課に

   報告する。 
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第３ その他 

１ 教育相談の実施 

  特別支援学校は，出願期間前に教育相談を行うとともに，志願者は出願期間前に

志願先の特別支援学校の教育相談を受けるものとする。この場合において，二校併

願者は，両校の教育相談を受けるものとする。教育相談を行う期日，教育相談の内

容・方法等は，特別支援学校長が別に定めるところによる。 

  なお，教育相談実施後，教育相談の内容に変更があった場合は，志願者は志願先

の特別支援学校へ速やかに届け出ることとする。 

 

２ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者の出願資格について 

  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者の出願資格の判断に当た

っては，特別支援学校長が出願前に当該者の出願資格の有無を判断することとし，

その手続を次のとおり定める。 

（１）特別支援学校長は，当該者に対して実態把握を行う教員を指名するとともに，

別表第３「実態把握の観点」を参考にし，障害の状態等を的確に把握する。 

 

（２）特別支援学校長は，前記（１）に基づき把握した実態を特別支援教育課に報告

するとともに，学校教育法施行令第 22 条の３に該当する視覚障害者，聴覚障害

者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者であるかどうかの判断をするに当たっ

ては，特別支援教育課の意見を聴くものとする。 

 

（３）特別支援学校長は，前記（２）に基づき判断した結果を，出願期間前までに特

別支援教育課に報告する。 

 

３ 就学義務猶予免除者の高等部への出願資格について 

（１）出願資格 

学校教育法施行令第 22 条の３に該当する視覚障害者，聴覚障害者，知的障害

者，肢体不自由者又は病弱者であって，次のア又はイのいずれかの条件を満たす

者が出願できる。 

ア 学校教育法施行規則第 95 条第４号に規定する就学義務猶予免除者等の中学

校卒業程度認定規則により，中学校又は中学部を卒業した者と同等以上の学力

があると認定された者 

イ 学校教育法施行規則第 95 条第５号の規定により，入学しようとする学校に

おいて，中学校又は中学部を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

（２）出願資格有無の判断 

前記（１）のイによって出願しようとする者に対しては，特別支援学校長が出

願前に当該者の出願資格の有無を判断することとし，その手続を次のとおり定め

る。 

ア 就学義務猶予免除者と思われる者の高等部出願に当たっては，特別支援学校

長は当該者又は保護者に対して事前に就学義務猶予免除者であることの証明を

求める。 

イ 前記アにより就学義務猶予免除者であることが証明された場合，特別支援学
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校長は，当該者に対して実態把握を行う教員を指名するとともに，別表第３「実

態把握の観点」を参考にし，障害の状態等を的確に把握する。 

ウ 特別支援学校長は，前記イに基づき把握した実態を特別支援教育課に報告す

るとともに，中学部を卒業した者と同等以上の学力があると認められるかどう

かの判断をするに当たっては，特別支援教育課の意見を聴くものとする。 

エ 特別支援学校長は，前記ウに基づき判断した結果を，出願期間前までに特別

支援教育課に報告する。 
 
４ 普通科への過年齢者の入学について 

特別支援学校長は，「特別支援学校の高等部普通科への過年齢者の入学許可基準に

ついて」に基づき，入学許可の判定を行うものとする。 
 

５ 出願期間等の変更 

   特別支援学校長は，特別な事由により出願期間等の変更が必要な場合は，特別支

援教育課に協議を行うものとする。 
 

６ 専門教育を主とする学科の出願方法等 

   広島中央特別支援学校の保健理療科，専攻科理療科及び専攻科保健理療科におけ

る出願方法は，広島中央特別支援学校長が別に定める。また，就学区域外出願につ

いては，出身学校長意見書は必要としない。 
  
７ 入学者選抜の結果に係る簡易開示 

一次募集又は二次募集における学力検査，面接，作業・運動能力検査及び職業適

性機能検査（以下「学力検査等」という。）の結果に係る簡易開示については，次

のとおりとする。 

（１）開示対象 

    一次募集又は二次募集における学力検査等の結果 

 

（２）開示内容 

    学力検査等における各教科等の得点及び合計 

 

 （３）開示請求対象者 

    一次募集又は二次募集の受検者のうち不合格者（本人又はその法定代理人(以

下「本人等」という。)） 

 

（４）本人等であることの確認 

    別表第２に示す書類の提示により確認する。 

 

（５）開示期間 

   ア 平成 30 年３月 23 日（金）から４月 20 日（金）まで（日曜日，土曜日及び

学校が定める振替休日等を除く。）とする。 

   イ 受付時間は，原則として午前９時から午後４時まで（各特別支援学校の休憩

時間を除く。）とする。 

（６）開示場所 
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    一次募集又は二次募集を受検した特別支援学校 

 

（７）開示手続 

   ア 請求者は，別表第２に示す本人等であることを確認する書類を持参の上，一

次募集又は二次募集を受検した特別支援学校において口頭で開示の請求をす

る。 

    イ 特別支援学校長は，前記書類により請求者が正当な請求者であることを確認

した後，簡易開示請求受付処理等（様式第 17 号）に必要事項を記入し，原則

として閲覧により開示する。ただし，請求者が了解する場合は，口頭により開

示することもできる。 

 

８ その他 

（１）入学願書及び各特別支援学校の入学者選抜実施要項は，各特別支援学校で配布

する。入学併願書については，広島北特別支援学校で配布する。 

 

（２）志願について虚偽の事実があることが確認されたときは，入学許可後であって

も，入学を取り消すことがある。 

 

（３）様式中の生年月日に係る部分は，外国人の場合にあっては，「昭和・平成    

年  月  日生」とあるのは，「  年  月  日生」と読み替えるものと

する。 

    なお，様式は，必要に応じてコピーして使用することができる。すべての様式

について用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 

 

（４）この要項に定めるもののほか，必要な事項については，広島県教育委員会教育

長が別に定める。 
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〔別紙１〕 

一次募集の「入学願書（二校併願者は入学願書及び入学併願書）」，「調査書」 

及び「特別支援学校長が別に定める書類」の郵便による送付における未着事 

態への対応 

 

１ 郵便による送付期限日（平成 30年２月 16日（金））の対応 

  特別支援学校長は，出身学校長から出願書類の郵便による提出の連絡があったにも

関わらず，平成 30年２月 16日（金）午後４時の時点で出願書類が届かない場合，出

身学校長に対して次のことを連絡し，依頼する。 

  ① 出願書類が午後４時の時点で到着していないこと。 

  ② 差出郵便局に対して郵便物の所在の確認を行い，その結果を特別支援学校長に

報告すること。 

  ③ 平成 30年２月 19日（月）正午までに出願書類が到着しない場合に備え，志願

者名簿を再度２部作成し，簡易書留郵便物受領証の写しとともに，２月 19日（月）

正午までに持参により提出すること。 

  ④ 平成 30年２月 19日（月）正午までに出願書類が到着しなかった場合，出願書

類を２月 20日（火）正午までに持参により再度提出すること。 

 

２ 提出期限日（平成 30年２月 19日（月））の対応 

（１）特別支援学校長は，正午まで出願書類の到着を待つ。 

（２）出身学校長は，正午までに志願者名簿２部及び簡易書留郵便物受領証の写しを持

参により特別支援学校長に提出する。（これをもって出願書類の提出があったもの

として扱う。） 

（３）特別支援学校長は，正午になっても出願書類が到着しない場合，特別支援教育課

にその旨を電話で連絡する。 

（４）特別支援学校長は，特別支援教育課への連絡後，出身学校長に対して次のことを

連絡し，依頼する。 

  ① 出願書類が提出期限までに到着しなかったこと。 

② 差出郵便局に対して郵便物の所在の確認を行い，その結果を特別支援学   

校長に報告すること。 

③ 出願書類を再度作成し，平成 30年２月 20日（火）正午までに持参により提出

すること。 

 

３ 提出期限の翌日（平成 30年２月 20日（火））の対応 

  出身学校長は，２（４）により，特別支援学校長から依頼があった場合，正午まで

に出願書類を持参により特別支援学校長に提出する。 

 

４ その他 

（１）再度作成された出願書類を受領した後，最初に送付された出願書類が特別支援学

校に届いた場合，特別支援学校長はそれを出身学校長に返却する。 

（２）簡易書留郵便が紛失した可能性がある場合，差出郵便局に調査を依頼することが

できる。 
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〔別紙２〕  

諸報告 

 

区

分 
内    容 

特別支援学校長からの報告等 
広島県教育委員会 

ホームページ掲載予定 
様式 期 限 

一

次 

志願者数 様式第10号 ２月19日（月）午後１時30分 ２月19日（月） 

出願状況報告 様式第11号 ２月21日（水） － 

３月６日（火）現在の受検者数 

様式第10号 

３月６日（火）午後４時 － 

３月７日（水）現在の受検者数 ３月７日（水）午後４時 － 

合格者数，辞退者数及び辞退理由 様式第10号 ３月16日（金）午前10時 － 

二

次 

二次募集の有無 － － ３月16日（金） 

志願者数 様式第12号 ３月20日（火）午後１時30分 ３月20日（火） 

出願者状況報告 様式第11号 ３月22日（木） － 

受検者数 様式第12号 ３月22日（木）午後４時 － 

合格者数，辞退者数及び辞退理由 様式第12号 ３月29日（木）午後４時 － 

入学許可状況報告 
管理規則施行細則 

様式第10号 
４月10日（火） － 

・報告はすべて電子メールにより特別支援教育課に行うこと。 

・メールの送信については，定められた様式のみを送信すること。 

・メールでの送信が不能な場合に限り，ＦＡＸにより送信すること。 

・メール又はＦＡＸは，別途通知するメールアドレス又はＦＡＸ番号に送信すること。 

・管理規則施行細則とは，広島県立高等学校等管理規則施行細則のことをいう。 

・出願期間等の変更を行った場合は，報告期限に関わらず，報告内容が確定次第速やかに報告すること。 
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〔別紙３〕 

入学者選抜結果の通知以降の手続 

 

１【志願先特別支援学校と出身学校が同一の者，出身学校卒業後５年を超える

者及び専攻科に出願した者の場合】 

（１）合格の場合 

 

 

 

 

 

 

 

（２）不合格の場合 

 

 

 

 

 

 

２【１以外の者の場合】 

（１）合格の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）不合格の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志 願 先 学 校 長 

志 願 者 

② ③ 

① 「入学者選抜結果通知書」（様式第 13号）の交付 

※「請書・辞退届」（様式第 14号）の添付 

② 「請書・辞退届」（様式第 14号）の提出 

③ 入学許可 

④ 宣誓書，保護者の誓約書，住民票記載事項証明書等の提出

（広島県立特別支援学校学則第 16条） 

④ ① 

志 願 先 学 校 長 

志 願 者 

① 

① 「入学者選抜結果通知書」（様式第 13号）の交付 

志 願 先 学 校 長 

志 願 者 

出身学校長 

④ ① ⑤ ③ 

③ 

① （様式第 15号）の通知 

※「入学者選抜結果通知書」（様式第 13 号）及び「請書・

辞退届」（様式第 14号）を添付 

② 「入学者選抜結果通知書」（様式第 13 号）及び「請書・

辞退届」（様式第 14号）を交付 

③ 「請書・辞退届」（様式第 14号）の提出 

④ 入学許可 

⑤ 宣誓書，保護者の誓約書，住民票記載事項証明書等の提

出（広島県立特別支援学校学則第 16条） 

② 

① （様式第 15号）の通知 

※「入学者選抜結果通知書」（様式第 13号）を添付 

② 「入学者選抜結果通知書」（様式第 13号）の交付 

志 願 先 学 校 長 

志 願 者 

出身学校長 

① 

② 
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〔別表第１〕 

 

就学区域外出願に係る提出書類 

 

               出 願 理 由 

 

 

 

 必 要 書 類 

地

理

的

条

件 

身

体

的

事

由 

転

居 

そ

の

他 

特

別

の

事

情 

就学区域外出願許可願（様式第３号） ○ ○ ○ ○ 

居住確約書（様式第６号）   ○ 
客
観
的
事
実
を
証
明
で
き
る
も
の 

保護者及び志願者の住民票記載事項証明書 ○ ○ ○ 

関係地域の地図，就学区域内及び志願先学校まで

の距離，交通機関状況等 
○   

医師の診断書等  ○  

出身学校長意見書（様式第４号） 
（専門教育を主とする学科へ出願する場合は不要） 

○ ○ ○ ○ 

志願先特別支援学校長意見書（様式第５号） ○ ○ ○ ○ 

※志願者が福祉施設等に入所し，保護者が当該施設の長等である場合など，特別 

な事情がある場合は特別支援教育課へ相談すること。 
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〔別表第２〕 

簡易開示において本人等であることを確認する書類 

 

請 求 者 区  分 必  要  書  類 

受 検 者 本 人 請求者が受検者本

人であることを確

認する書類 

 

※ 写真のない書類

にあっては複数の

書類の提示により

確認すること。 

○ 出身中学校の生徒証明証 

○ 特別支援学校の生徒証明証等の在籍する学校の証明証 

○ 個人番号カード（マイナンバーカード） 

○ 運転免許証 

○ 旅券 

○ 健康保険，国民健康保険又は船員保険の被保険者証 

○ 官公署の発行する身分証明書 

○ その他下欄に掲げる書類 等 

受検者の法定

代理人（親権

者等） 

ア 請求者が法定

代理人本人であ

ることを確認す

る書類 

 

※ 写真のない書

類にあっては複数

の書類の提示によ

り確認すること。 

○ 個人番号カード（マイナンバーカード） 

○ 運転免許証 

○ 旅券 

○ 健康保険，国民健康保険又は船員保険の被保険者証 

○ 共済組合員証 

○ 国民年金手帳 

○ 厚生年金手帳 

○ 国民年金，厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 

○ 共済年金又は恩給等の証書 

○ 船員手帳 

○ 海技免状 

○ 猟銃・空気銃所持許可証 

○ 戦傷病者手帳 

○ 宅地建物取引主任者証 

○ 電気工事士免状 

○ 無線従事者免許証 

○ 毒物劇物販売業登録票 

○ 官公署の発行する身分証明書 

○ 印鑑登録証明書（印鑑登録手帳） 

○ 上記書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類 

○ 外国政府が発行する外国旅券 等 

イ 受検者が未成

年者又は成年被後

見人であることを

確認する書類 

○ 戸籍謄本・抄本（発行後１か月以内のもの） 

○ 住民票の写し（発行後１か月以内のもの） 

○ 家庭裁判所の証明書（発行後１か月以内のもの） 等 ウ 請求者が法定

代理人であること

を確認する書類 

（注）受検者の法定代理人の場合，区分におけるア，イ及びウのすべてに係る書類が必要である。 
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〔別表第３〕 

実態把握の観点 

 

【視覚障害】 

観点 内容 

眼疾患 ・診断名（眼疾患名） 

・眼疾患発症の時期，失明の時期 

・眼疾患の進行性の有無 

・視覚管理上の配慮事項 

視機能 ・視力（遠距離視力，近距離視力，最大視認力） 

・視野障害の有無（求心性，中心性） 

・光覚等（明順応障害・暗順応障害の有無） 

・眼鏡等の使用（矯正眼鏡，遮光眼鏡，コンタクトレンズ） 

視覚補助具等の使用 ・弱視レンズの使用（遠用・近用） 

・拡大読書器の使用 

・照明器具の使用 

障害に応じた特別な指導

の必要性 

・点字や漢字の読み書きに関する指導 

・視覚補助具の活用に関する指導 

・白杖歩行に関する指導 

・保有する視覚の活用に関する指導 

・コンピュータ等の情報機器の活用に関する指導 

・日常生活の技能に関する指導 

その他 ・障害の理解 

・環境の把握や視覚，触覚，聴覚による認知の状態 

・視覚障害以外の障害の有無と障害種・程度 

 

【聴覚障害】 

観点 内容 

聴覚疾患 ・診断名（聴覚疾患名；感音性，混合性，伝音性） 

・聴覚疾患発症の時期，失聴の時期 

・聴覚疾患の進行性の有無 

・聴覚管理上の配慮事項 

聴覚機能 ・両耳の聴力レベル 

・話し声の理解の状況 

補聴器等の使用 ・両耳，片耳，人工内耳 

・装用閾値 

障害に応じた特別な指導

の必要性 

・保有する聴覚の活用に関する指導 

・日常の話し言葉に関する指導 

・発音・発語に関する指導 

・状況に応じたコミュニケーションに関する指導 

・コンピュータ等の情報機器の活用に関する指導 

・日常生活の技能に関する指導 

その他 ・障害の理解 

・環境の把握や視覚，聴覚，触覚，振動覚による認知の状態 

・聴覚障害以外の障害の有無と障害種・程度 
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【知的障害】 

観点 内容 

知的障害に関する診断等 ・診断名 

・医療的な配慮事項，服薬の要否等 

知的機能 ・知能（発達）検査等の結果 

適応機能 ・コミュニケーション，言葉の状態（日常の会話や簡単な指示

の理解，文字や数への関心など） 

・身辺処理等の状態（食事，衣服の着脱，排泄，片付けなど） 

・対人関係，行動特徴（他人への関わり，きまりの理解，危険

の回避，多動性・こだわりの有無など） 

障害に応じた特別な指導

の必要性 

・日常生活の技能に関する指導 

・特別な教育課程の編成 

その他 ・障害の理解 

・知的障害以外の障害の有無と障害種・程度 

 

【肢体不自由】 

観点 内容 

肢体不自由の状態 ・診断名 

・発症の時期 

・体幹・上肢・下肢の状態（補装具の要否，座位の保持，筆記・

歩行の可否） 

・医療面の配慮・管理事項（健康状態の安定度，てんかん発作

の有無と頻度，服薬の要否，医療的ケアの必要性） 

日常生活動作 ・食事，衣服の着脱，排泄等の状態 

・移動手段（自力歩行，車椅子，電動車椅子，松葉杖，歩行器

等）の状況 

コミュニケーション手段 ・話し言葉，筆談，コンピュータ等の活用 

障害に応じた特別な指導

の必要性 

・身体の動きや意思の表出に係る補助用具の活用に関する事項 

・コンピュータ等の情報機器の活用に関する事項 

・身体の動きに関する指導 

その他 ・障害の理解 

・目と手の協応動作などの視知覚・感覚の発達，手指の巧緻性，

両手の協応動作 

・肢体不自由以外の障害の有無と障害種・程度 

 

【病弱・身体虚弱】 

観点 内容 

病弱・身体虚弱の状態 ・診断名 

・病気の程度 

・入院を要する期間 

・生活規制の程度 

・学習時間の制限 

・運動・食事等の制限 

・回復・改善等への意欲 

・身体及び知的発達の遅滞の程度 

障害に応じた特別な指導

の必要性 

・コンピュータ等の情報機器の活用に関する事項 

・健康の保持，心理的な安定に関する指導 

その他 ・障害の理解 

・病弱・身体虚弱以外の障害の有無と障害種・程度 
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〔様式第１号〕 

入  学  願  書 

一次募集 ・ 二次募集  
 

                               平成  年  月  日 
広島県立    特別支援学校長 様                      

 
志願者                

                      
保護者               ○印  

次のとおり，高等部        科（   コース）第１学年へ入学を志願します。 

志 

願 

者 

ふりがな 
氏 名 

 
 

昭和・平成  年  月  日生 

性
別 

男・女 

現住所 
（〒   －    ） 

保 

護 

者 

氏  名 
 志願者との 

続   柄 

 

現 住 所 
（〒   －    ） 

志 

願 

者 

学 

歴 

学    校    名 年   月  日 入 学・卒 業・その他 

       小学部 
第６学年 

小学校         

昭和 
年  月  日   

平成       
卒 業 

        中学部 
第１学年  

中学校       

昭和 
年  月  日 

平成   
入 学 

 
 
 

  

        中学部 
第３学年 

中学校 

昭和 
年  月  日   

平成 
卒 業・卒業見込み 

   

   出身特別支援学校長確認 

（ 出 身 中 学 校 長 ） 

 

 

印 

 
 

 

※受付印  

 

 

 

 

 

 

               

 

※受付番号 

（志願者が成年の場合の作成上の注意） 
１ 様式中「保護者」とあるのは保証人を指します。 
２ 保証人に加えて志願者も押印してください。 
〔記入上の留意事項〕 
・ 必要な文字を○で囲む。現住所は，都道府県名から記入する。 
・ 出身学校長は，記載事項及び内容を確認し，校長印を押印の上，提出する。出身学校長確認欄は，専攻科に
出願する場合は「出身中学校長」を「出身高等学校長」に読み替える。 

・ 普通科職業コースに出願する場合は，括弧内に（職業コース）と記入し，普通科職業コース以外に出願する 
場合は，（   コース）内を記入しない。 

・ 志願者は，※印の欄を記入しない。 

・ 専攻科に出願する場合は，志願者学歴欄に高等部又は高等学校に係る学歴を記入すること。

30

9 

（出身学校卒業後５年を超える者は確認不要） 
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〔様式第１号の２〕 

 

入 学 併 願 書 

 

  

                         

  平成  年  月  日 

 

 

 広島県立広島北特別支援学校長様 

 広島県立広島特別支援学校長様 

 

 

              出身特別支援学校名             

               （出身中学校名） 

 

              志 願 者 氏 名              

 

              保 護 者 氏 名              ○印  

 

広島県立広島北特別支援学校高等部普通科職業コースを志願し広島県立広島特

別支援高等部普通科を併願することとし，広島県立広島北特別支援学校普通科職業

コースの合格者とならなかった場合は，広島県立広島特別支援学校高等部普通科へ

の入学を志願します。 

 

（志願者が成年の場合の作成上の注意） 
１ 様式中「保護者」とあるのは保証人を指します。 
２ 保証人に加えて志願者も押印してください。 
〔留意事項〕 
・ この入学併願書は，その写しを入学願書とともに志願先特別支援学校

長が保管し，当該入学併願書に出願書類（入学併願書を除く。）の写し

を添付して併願先特別支援学校長へ送付すること。 

・ 志願者は※印の欄を記入しない。 

 

出身特別支援学校長確認 

（ 出 身 中 学 校 長 ） 

 
 

印 

    

 
 

 

 

※広島特別支援学校受付番号 

 

30 

（出身学校卒業後５年を超える者は確認不要） 
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〔様式第２号〕 

志 願 者 名 簿 

           平成  年  月  日 

 

 

広島県立        特別支援学校長 様 

 

                        学校長   印 

 

本校  分校 

分級 分教室 
志願学科等 

  科 

コース 

氏         名 ※ 受付番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
計            人 

（    ）枚中の（    ）枚目 

 

〔注意〕 

１ 本校・分校・分級・分教室別，志願学科・コ

ース別に，それぞれ２部作成する。 

  なお，志願学科は，第１希望を記入する。 

２ 必要な文字を〇で囲む。 

３ ※印の欄には記入しない。 

  

特 別 支 援 学 校 受 付 印 

※ 

30

9 



 

30 

〔様式第３号〕 

 

就 学 区 域 外 出 願 許 可 願              

 

                          平成  年  月  日 

 

 広島県教育委員会教育長様 

 （特別支援教育課） 

 

出 身 学 校 名             

                        

 

 

 

 

                  〒      

           学 校 所 在 地                          

           志 願 者 氏 名                          

           保 護 者 氏 名                         ○印  

           志願者との続柄（          ） 

           現 住 所                          

           電 話 番 号                          

 

 次のとおり，就学区域外出願を許可してください。 

出願を希望する学校 広島県立       特別支援学校 

理    由 

 

 

 

昭和 

     年  月卒業見込・卒業 

平成 

30

9 
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〔様式第４号〕 

 

出身学校長意見書 

 

平成  年  月  日 

 

 広島県教育委員会教育長様 

 （特別支援教育課） 

 

学  校  名                

 

                    出身学校長          印 

                      

 

                        〒          

                  学校所在地                

                  電   話                

 

 次の者が広島県立      特別支援学校に出願を希望しておりますので，就学

区域外出願を許可してください。 

 

志願者氏名  生年月日 

昭和 

     年  月  日 

平成 

保護者氏名  
志 願 者 

との続柄 
 

現 住 所  

 

理   由 

 

 

  

30

9 
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〔様式第５号〕 

 

志願先特別支援学校長意見書 

 

平成  年  月  日 

 

 広島県教育委員会教育長様 

 （特別支援教育課） 

 

               志願先特別支援学校長           印 

 

                     

 

 次の者は，本校に出願を希望しており，就学区域外出願の資格を有するものと判断

します。 

 

 

出 身 学 校 名  

志願者氏名  生年月日 

昭和 

     年  月  日 

平成 

保護者氏名  
志 願 者 

との続柄 
 

現 住 所  

所   見 

 

 

 

 

 

 

 

主たる障害種（                   ） 

  

30

9 
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〔様式第６号〕 

 

居 住 確 約 書           

 

                          平成  年  月  日 

 

 広島県教育委員会教育長様 

 （特別支援教育課） 

 

                  志願者氏名               

                  保護者氏名             ○印  

                  現 住 所               

 

 私は，平成  年  月  日から，次の転居先に居住することを確約します。 

 

 転居先 

 

 理 由 

30

9 
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〔様式第７号〕 

追検査受検願 

 
                               平成  年  月  日 
 
           特別支援学校長様 
 
 
                     出身学校 名             
 
                     志願者氏名                   
 
                     保護者氏名                             ◯印  
 
 

この度，一次募集を次の理由により，受検することができませんでしたので，追検査の 
 

 受検を承認してください。 
 
 
１ 理   由 
 

 

 

 

２ 志願学科等 

本校  分校 

 

分級 分教室 

学科・コース 受付番号 

                  科 

 

                コース 

 

 

 
 上記について相違ないことを証明します。 
 

                       学校長氏名           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付番号 
※ 

特 別 支 援 学 校 受 付 印 

 
※ 

 〔注意〕 １ ※印の欄には記入しない。 

     ２ 必要な文字を○で囲むこと。 

３ 出身学校卒業後５年を超える者については，出身学校長に

よる記入は不要とする。 

     
 

30
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〔様式第８号〕 

追検査受検願提出者名簿 

 

                                平成  年  月  日 

 

             特別支援学校長様 

 

             学校長 □印  

 

貴校の追検査を希望している者は，次のとおりです。 

  
 注１ ※印欄については記入しないこと。 
   ２ 必要な文字を○で囲むこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             学校長様 

 
 

 上記の者の追検査の受検の承認（不承認）については，区分欄に記載のとおりですので，該当

者に別紙「追検査受検承認（不承認）通知書」を速やかに交付してください。 

 また，承認者に対しては，追検査当日，当該通知書を携行するよう周知してください。 
 
 
 平成  年  月  日 
 
 
                                特別支援学校長 印 
 
 
 
注１ 区分欄の「承認」又は「不承認」のいずれかを○で囲むこと。 
 ２ 承認できない者については，備考欄に理由を記載すること。 
 ３ 特別支援学校においては，提出された原本を保管すること。 

  

本校  分校 
 

分級 分教室 

学科・コース 受付番号 氏 名 
※ 

区 分 
※ 

備 考 

      科 
 
    コース 

  承認・不承認  

30

9 



 

36 

〔様式第９号〕 

追検査受検承認（不承認）通知書 

 
                               平成  年  月  日 
 

 

 受付番号        番 

 
            様 

 

 

          特別支援学校長  印 

 

 

 

  平成  年  月  日付けで申請のあった一次募集の追検査の受検については， 

 

 

 次のとおりです。 

 

 

１ 承認します。 

 

 

２ 承認できません。 

    【承認できない理由】                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（注意） この通知書は，追検査当日，検査会場へ携行し，受付で提示してください。 

〔注〕 「１ 承認します。」又は「２ 承認できません。」のいずれかを○で囲み，承認できない場合は，その
理由を記載すること。     
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〔様式第10号〕

平成　　年　　月　　日

教 育 長 様
（ 特別支援 教育 課）

広島県立 特別支援学校長
分校・分級・分教室

普通科

（職業コースを除く。） ≪ ≫ ≪ ≫

普通科

職業コース （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

【 】 【 】 【 】 【 】 【 】

専攻科

理療科 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

専攻科

保健理療科

〔記入上の留意事項〕
・　本校，分校，分級，分教室ごとに作成すること。
・　普通科（職業コースを除く。）の欄の志願者数，受検者数には職業コースの併願者数を含まないこと。
・　≪　　 ≫内には広島北特別支援学校普通科職業コースとの併願者数を内数で記入すること。
・　（　　　　）内には普通科職業コースと普通科，又は専攻科理療科と専攻科保健理療科との併願者数を内数で記入すること。
・　【　　　　】内には広島特別支援学校普通科との併願者数を内数で記入すること。
・　出願期間等の変更を行った場合は，送信期限に関わらず，報告内容が確定次第速やかに送信すること。
・　「辞退理由」の欄は，印刷時に文字切れ等がないよう，縦幅を調整すること。

・　３月６日のみを実施日として，３月７日に選抜を行わない学校についても，受検者数（人）を０で報告すること。

・　志願者数又は受検者数が「０」となった科については，その後の記載を要しない。ただし，併願での合格者数については除く。

辞退理由

志　願　者　数　等　報　告　（　一　次　募　集　）

２月19日
３月６日 ３月７日 ３月14日

３月15日
正午現在 午後４時現在

志願者数（人） 受検者数（人） 受検者数（人） 合格者数（人） 辞退者数（人）

保健理療科

電子メール
送信期限

２月19日
午後１時30分

３月６日
午後４時

３月７日
午後４時

３月16日
午前10時
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平成　　年　　月　　日

広島県立 特別支援学校長
分校・分級・分教室

Ｎo. その他
昭和

・ 年 月 日
平成
昭和

・ 年 月 日
平成
昭和

・ 年 月 日
平成
昭和

・ 年 月 日
平成
昭和

・ 年 月 日
平成

〔記入上の留意事項〕
・　本校，分校，分級，分教室ごとに作成すること。
・　「募集区分」の欄は，「一次募集」・「二次募集」のいずれかをリストから選択すること。ただし，志願者がいない場合は報告を要しない。
・　「Ｎｏ.」の欄は，通し番号を記入する。

・　「学級」の欄は，リストの中から該当するものを選択すること。中学校出身者のうち特別支援学級の場合は，学級の種類についても記載すること。

・　「障害の状況」の欄は，身体障害者手帳，療育手帳の交付状況等を記入すること。また，印刷時に文字切れ等がないよう，縦幅を調整すること。

・　「その他」の欄は，高等学校の入学者選抜に出願した者，職業コースで普通科又は広島特別支援学校を併願している者，専攻科理療科で

　　専攻科保健理療科を併願している者について出願状況を記入する。　　　【記入例】選抜（Ⅰ），普通科併願，広島特支併願，専攻科保健理療科併願

・　職業コースについては，別葉で作成する。

〔様式第11号〕

教 育 長 様
（特別支援教育課）

出　願　状　況　報　告　　　（　　　　　　　　　科）

募集区分

志願者氏名 出身学校名 学級 生年月日 障害の状況
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〔様式第12号〕

平成　　年　　月　　日

教 育 長 様
（ 特別支援 教育 課）

広島県立 特別支援学校長
分校・分級・分教室

普通科

（職業コースを除く。） ≪ ≫ ≪ ≫

普通科

職業コース （ ） （ ） （ ） （ ）

【 】 【 】 【 】 【 】

専攻科

理療科 （ ） （ ） （ ） （ ）

専攻科

保健理療科

〔記入上の留意事項〕
・　本校，分校，分級，分教室ごとに作成すること。
・　志願者数は０の場合も含め，必ず報告すること。
・　普通科（職業コースを除く。）の欄の志願者数，受検者数には職業コースの併願者数を含まないこと。
・　≪　　 ≫内には広島北特別支援学校普通科職業コースとの併願者数を内数で記入すること。
・　（　　　　）内には普通科職業コースと普通科，又は専攻科理療科と専攻科保健理療科との併願者数を内数で記入すること。
・　【　　　　】内には広島特別支援学校普通科との併願者数を内数で記入すること。
・　出願期間等の変更を行った場合は，送信期限に関わらず，報告内容が確定次第速やかに送信すること。

・　「辞退理由」の欄は，印刷時に文字切れ等がないよう，縦幅を調整すること。

・　志願者数又は受検者数が「０」となった科については，その後の記載を要しない。ただし，併願での合格者数については除く。

電子メール
送信期限

３月20日
午後１時30分

３月22日
午後４時

３月29日
午後４時

保健理療科

志　願　者　数　等　報　告　（　二　次　募　集　）

３月20日
３月22日 ３月23日

３月29日
正午現在 正午現在

志願者数（人） 受検者数（人） 合格者数（人） 辞退者数（人） 辞退理由
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〔様式第 13号〕 

 

 

 

 

入学者選抜結果通知書 

 

 

                          平成  年  月  日 

 

 出身学校名          

   

 志願者氏名           様 

  

 

 

広島県立     特別支援学校長  印 

                        

 

 

 あなたは，入学者選抜の結果，本校高等部    科に（合格した・不合格でした）

ので通知します。 

 ついては，合格者は，別紙「請書・辞退届」を提出してください。 

なお，「請書・辞退届」について，「請書」の場合は，平成 30 年 月 日（ ）正

午，「辞退届」は平成 30 年 月 日（ ）（午後４時）が締切りとなっておりますの

で，御注意ください。 

 

 

 

 

 

※（  ）の中は，該当する語のみを記載すること。 

※波線部は，合格者への通知のみに記載すること。 

                    ※職業コース志願者への通知は，「   科」とあるのは，  

             「普通科職業コース」と記載すること。 

                   ※請書，辞退届の提出期限は要項で定める期限と時刻を入

れて通知すること。 
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〔様式第 14号〕 

請 書 ・ 辞 退 届 

※いずれか該当しない方を二重線で消すこと。 
 

平成  年  月  日 

 

 広島県立       特別支援学校長様 

 

 

出身学校名                    

          

本人氏名                  

保護者氏名               ○印  

 

 

 

 この度，本人が貴校高等部      科（   コース）に合格しましたが， 

 

相違なく入学します。 

                ※いずれか該当しない方を二重線で消すこと。 

   入学を辞退します。 

 

        辞退理由（                  ） 
 

 

（志願先特別支援学校と出身学校が異なる場合（出身学校卒業後５年を超える者及び専攻科に合格した者を除く））  

 

 

前記のことを了承しています。 

 

 

平成  年  月  日         

                     

 

               出身学校名               

               出身学校長氏名             印 
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〔様式第 15号〕 
（志願先特別支援学校と出身学校が異なる場合（出身学校卒業後５年を超える者及び専攻科に出願した者を除く）） 

 

 

平成  年  月  日 

  

 

（ 出 身 学 校 ）長様 

                       

      

 

広島県立     特別支援学校長  印 

 

 

入学者選抜結果について（通知） 

 

 

貴校からの志願者について，次のとおり決定しました。 

ついては，別紙「入学者選抜結果通知書」を志願者本人に交付するとともに，合

格者から提出された「請書・辞退届」を，志願先の特別支援学校長に提出してくだ

さい。 

 なお，「請書・辞退届」について，「請書」の場合は，平成 30 年 月 日（ ）

正午，「辞退届」は平成 30 年 月 日（ ）（午後４時）が締切りとなっておりま

すので，御注意ください。 

 

 

氏  名 
入学者選抜結果 

（合格・不合格の別） 

  

  

  

 
※ 志願者本人宛「入学者選抜結果通知書」及び合格者から提出させる「請書・辞退届」の様式を添付する。 

※  請書，辞退届の提出期限は要項で定める期限と時刻を入れて通知すること。 
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様式第 16号 

出 願 書 類 郵 送 連 絡 記 録 簿 

 

対 象 書 類 名 一次募集出願書類  

郵 送 期 限 平成 30年２月 16日（金） 

 

№ 出身学校名 郵送連絡受信日時 
出身中学校 

応対者名 
到着連絡発信日時 

出身中学校 

応対者名 

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

   月  日  時  分   月  日  時 分  

（注） 送付の連絡がありながら，２月 16 日（金）16 時までに出願書類が到着しなかった場合，『一次

募集の「入学願書（二校併願者は入学願書及び入学併願書）」，「調査書」及び「特別支援学校長が

別に定める書類」の郵便による送付における未着事態への対応』による対応を開始すること。 
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様式第 17号 

簡 易 開 示 請 求 受 付 処 理 簿 

 

対象となる個人情報  

開 示 期 間 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日  

実 施 機 関 名                       特別支援学校  

 

№ 請求年月日 請求者の氏名 本人確認書類等 備考 

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     

 平成   年   月  日     
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学校教育法（抜粋） 

 

（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号） 

 

第五十七条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる

学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修

了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力がある

と認められた者とする。 

 

第五十八条 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。  

②  高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育

学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学

力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、

その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。  

③  高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程

度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上

とする。 

 

第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条（第四十九条及び第六十二条に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）、第三十二条、第三十四条（第四十九条

及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第三十六条、第三十七条（第二

十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第四十二条

から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別

支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。 
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学校教育法施行令（抜粋） 

 

（昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号） 

 

第二十二条の三  法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障

害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 障害の程度 

視覚障害者 

 

 

 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能

障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文

字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のも

の 

聴覚障害者 

 

 

 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、

補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又

は著しく困難な程度のもの 

知的障害者 

 

 

 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活

を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもの

のうち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 

 

 

 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日

常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののう

ち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 

 

 

 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その

他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程

度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のも

の  
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学校教育法施行規則（抜粋） 

 

（昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号） 

 

第九十五条 学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を

卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

 一 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者 

 二 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

 外教育施設の当該課程を修了した者 

 三 文部科学大臣の指定した者 

 四 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和四十一年文部省令第

  三十六号）により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された

  者 

 五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

 めた者 

 

第百三十五条  第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十

四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十

二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同

条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるもの

とする。 

２ 第五十七条、第五十八条、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校

の小学部、中学部及び高等部に準用する。 

３ 第三十五条、第五十条第二項及び第五十三条の規定は、特別支援学校の小学部

に準用する。 

４ 第三十五条、第五十条第二項、第七十条、第七十一条、第七十八条及び第七十

八条の二の規定は、特別支援学校の中学部に準用する。 

５ 第七十条、第七十一条、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第

三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九

十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等

部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学

校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等

学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中

等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」

と読み替えるものとする。  
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第九十条  高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書

その他必要な書類、選抜のための学力検査（以下この条において「学力検

査」という。）の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長

が許可する。  

２ 学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。  

３ 調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としな

いことができる。  

４ 連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定によ

り編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学

力検査の成績以外の資料により行うことができる。  

５ 公立の高等学校（公立大学法人の設置する高等学校を除く。）に係る学

力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行

う。  

 

第百五十条 学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校

を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。  

一 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定したもの  

二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した

在外教育施設の当該課程を修了した者  

三 専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者 

四 文部科学大臣の指定した者 

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格し

た者（旧規定による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した

者を含む。） 

六 学校教育法第九十条第二項 の規定により大学に入学した者であつて、当該

者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわし

い学力があると認めたもの  

七 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの 
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広島県立特別支援学校の就学区域に関する規則 

平成十五年十月二十一日教育委員会規則第九号 

最終改正 平成二十七年九月十七日教育委員会規則第十号 

 

（趣旨） 

第一条 この教育委員会規則（以下「規則」という。）は、広島県立特別支援

学校（以下「特別支援学校」という。）の就学区域（以下「学区」という。）

に関して必要な事項を定めるものとする。 

（学区） 

第二条 広島県立広島中央特別支援学校の学区は、広島県一円とする。 

２ 特別支援学校（広島県立広島中央特別支援学校を除く。）の学区は、別表

のとおりとする。 

３ 広島県立広島南特別支援学校のうち高等部の学区は、前項の規定にかかわ

らず、広島県一円とする。 

４ 広島県立広島北特別支援学校のうち高等部普通科職業コースの学区は、第

二項の規定にかかわらず、広島市（安佐南区及び安佐北区に限る。）、安芸高

田市及び山県郡とする。 

（就学することができる特別支援学校） 

第三条 学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）第十四条第二項

の規定により当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校は、その保護者

（未成年の者についてはその親権者又は未成年後見人（親権者又は未成年後見

人に事故等のやむを得ない事由があるときは、その代理人）、成年の者につい

てはその保証人をいう。以下同じ。）の住所（保護者が法人である場合にあっ

ては、主たる事務所の所在地。以下この条及び次条において同じ。）の属する

学区の特別支援学校とする。 

２ 就学すべき特別支援学校の幼稚部又は高等部は、当該就学希望者の保護者

の住所の属する学区の特別支援学校とする。 

３ 障害児入所施設等の施設又は病院（以下「施設等」という。）に入所又は
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入院している者は、前二項の規定にかかわらず、入所又は入院している施設等

の所在地の住所を学区とする特別支援学校に就学することができる。 

４ 次表の上欄に掲げる者は、前三項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げ

る特別支援学校に就学することとする。 

 対象者 校名 

独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

に入院している者（入院する見込みの者を含む。） 

広島県立広島西特別支援学校 

医療法人西本会安浦病院に入院している者（入院

する見込みの者を含む。） 

広島県立黒瀬特別支援学校 

５ 次表の上欄に掲げる地域に保護者の住所が属する者（聴覚障害者に限る。）

は、同表の下欄に掲げる特別支援学校に就学することができる。 

 地域 校名 

東広島市（黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬学園台、黒

瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目から三丁目

まで、黒瀬春日野一丁目及び二丁目、黒瀬楢原北

一丁目から三丁目まで、黒瀬楢原東一丁目から三

丁目まで、黒瀬楢原西一丁目及び二丁目、福富町、

豊栄町、河内町、入野中山台一丁目から五丁目ま

で、河内臨空団地並びに安芸津町を除く。）及び

安芸郡（熊野町に限る。） 

広島県立呉南特別支援学校 

第四条 次の各号のいずれかに該当する者であって教育委員会の許可を得た者

は、保護者の住所の属する学区以外の特別支援学校に就学することができる。 

一 地理的条件により通学困難な者 

二 身体的事由により通学困難な者 

三 その他特別の事情がある者 

（違反者に対する取扱い） 

第五条 この規則に違反して特別支援学校に就学した者に対しては、就学させ

るべき特別支援学校の変更又は入学許可の取消しその他必要な措置を講じる
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ものとする。 

（実施規定） 

第六条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 

 

（中略） 

 

附 則（平成二六年一二月二四日教育委員会規則第八号） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、平成二十七年四月一日から施行する。（後略） 

（経過措置） 

２ この教育委員会規則第二条の規定の施行の日の前日に広島県立三原特別支援

学校、広島県立呉特別支援学校及び広島県立黒瀬特別支援学校の高等部に在学

する生徒のうち、高等部の全課程を修了していないものの就学区域については、

この教育委員会規則による改正後の就学区域規則別表の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（平成二七年九月十七日教育委員会規則第十号） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二

条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この教育委員会規則第二条の規定の施行の日の前日に広島県立広島北特別支

援学校の高等部（普通科職業コースを除く。）に在学する生徒のうち、高等部

の全課程を修了していないものの就学区域については、この教育委員会規則に

よる改正後の就学区域規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表（第二条関係） 

校名 分校名 障害種別 区域 

広島県立広島南特

別支援学校 

 聴覚障害 

 

 

広島市、三原市（大和町に限る。）、府中市（上下町

に限る。）、三次市、庄原市、大竹市、東広島市（黒

瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬学園台、黒瀬桜が丘一丁目、

黒瀬切田が丘一丁目から三丁目まで、黒瀬春日野一丁

目及び二丁目、黒瀬楢原北一丁目から三丁目まで、黒

瀬楢原東一丁目から三丁目まで、黒瀬楢原西一丁目及

び二丁目並びに安芸津町を除く。）、廿日市市、安芸

高田市、江田島市（江田島町を除く。）、安芸郡、山

県郡、豊田郡、世羅郡（世羅町のうち小国、上津田、

黒川、下津田、中、長田、山中福田、吉原に限る。）

及び神石郡 

広島県立尾道特別

支援学校 

 聴覚障害 三原市（大和町を除く。）、尾道市、福山市、府中市

（上下町を除く。）及び世羅郡（世羅町のうち小国、

上津田、黒川、下津田、中、長田、山中福田、吉原を

除く。） 

 知的障害 尾道市（百島町、浦崎町、因島土生町、因島田熊町、

因島三庄町、因島椋浦町、因島鏡浦町、因島外浦町、

因島中庄町、因島大浜町、因島重井町、因島原町、因

島洲江町及び瀬戸田町を除く。） 

しまなみ

分校 

知的障害 尾道市（因島土生町、因島田熊町、因島三庄町、因島

椋浦町、因島鏡浦町、因島外浦町、因島中庄町、因島

大浜町、因島重井町、因島原町、因島洲江町及び瀬戸

田町に限る。） 

広島県立広島特別

支援学校 

 知的障害 広島市（安佐南区（東原一丁目から三丁目まで、西原

一丁目から九丁目まで、祗園一丁目から八丁目まで、

祗園町、長束一丁目から六丁目まで、長束西一丁目か 
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   ら五丁目まで、長束町、山本一丁目から九丁目まで、

山本新町一丁目から五丁目まで及び山本町に限る。）

及び安佐北区（白木町、狩留家町、小河原町、上深川

町、深川町、深川一丁目から八丁目まで、亀崎一丁目

から四丁目まで、真亀一丁目から五丁目まで、倉掛一

丁目から三丁目まで、落合一丁目から五丁目まで、落

合町、落合南一丁目から九丁目まで、落合南町、口田

町、口田一丁目から五丁目まで、口田南一丁目から九

丁目まで及び口田南町に限る。）に限る。） 

肢体不自由 広島市、呉市、三次市、庄原市、大竹市、廿日市市、

安芸高田市、江田島市、安芸郡及び山県郡 

広島県立福山特別

支援学校 

 肢体不自由 竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、豊田郡、

世羅郡及び神石郡 

広島県立西条特別

支援学校 

 肢体不自由 東広島市 

広島県立廿日市特

別支援学校 

 知的障害 広島市（佐伯区に限る。）、大竹市及び廿日市市 

広島県立福山北特

別支援学校 

 知的障害 福山市（赤坂町、今津町、今津町二丁目から七丁目ま

で、内海町、神島町、金江町、神村町、草戸町、熊野

町、佐波町、瀬戸町、高西町、高西町一丁目から四丁

目まで、田尻町、津之郷町、鞆町後地，鞆町鞆、走島

町、東明王台、東村町、藤江町、本郷町、松永町、松

永町一丁目から七丁目まで、南今津町、南松永町一丁

目から四丁目まで、宮前町一丁目及び二丁目、水呑町、

水呑向丘、明王台一丁目から五丁目まで、柳津町、柳

津町一丁目から五丁目まで、山手町、山手町一丁目か

ら七丁目まで並びに沼隈町を除く。）、府中市（上下

町を除く。）及び神石郡 
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広島県立三原特別

支援学校 

 知的障害 竹原市、三原市、東広島市（河内町、入野中山台一丁

目から五丁目まで、河内臨空団地及び安芸津町に限

る。）、豊田郡及び世羅郡（世羅町のうち青近、赤屋、

伊尾、宇津戸、小世良、小谷、川尻、甲山、西上原、

東上原、別迫、青水、青山、井折、賀茂、京丸、黒淵、

三郎丸、重永、津口、寺町、田打、徳市、戸張、中原、

西神崎、東神崎、堀越、本郷及び安田に限る。） 

広島県立呉特別支

援学校 

 知的障害 広島市（安芸区に限る。）、呉市（焼山町、焼山ひば

りケ丘町、焼山此原町、焼山松ケ丘一丁目及び二丁目、

焼山桜ケ丘一丁目から三丁目まで、焼山政畝一丁目か

ら三丁目まで、焼山西一丁目から三丁目まで、焼山中

央一丁目から六丁目まで、焼山東一丁目から四丁目ま

で、焼山南一丁目及び二丁目、神山一丁目から三丁目

まで、焼山三ツ石町、焼山宮ケ迫一丁目及び二丁目、

焼山北一丁目から三丁目まで、焼山本庄一丁目から五

丁目まで、焼山泉ケ丘一丁目及び二丁目、押込町、押

込一丁目から六丁目まで、押込西平町、苗代町、栃原

町、郷原町、郷原学びの丘一丁目及び二丁目、郷原野

路の里一丁目及び二丁目、音戸町、音戸町坪井一丁目

から三丁目まで、音戸町引地一丁目及び二丁目、音戸

町鰯浜一丁目から三丁目まで、音戸町北隠渡一丁目及

び二丁目、音戸町南隠渡一丁目から四丁目まで、音戸

町高須一丁目から三丁目まで、音戸町波多見一丁目か

ら十一丁目まで、音戸町畑一丁目から三丁目まで、音

戸町有清一丁目及び二丁目、音戸町先奥一丁目から三

丁目まで、音戸町藤脇一丁目から三丁目まで、音戸町

早瀬一丁目から三丁目まで、音戸町田原一丁目から三

丁目まで、音戸町渡子一丁目から三丁目まで並びに倉 



 

55 

橋町に限る。）、江田島市及び安芸郡 

広島県立庄原特別

支援学校 

 知的障害 府中市（上下町に限る。）、三次市、庄原市及び世羅

郡（世羅町のうち青近、赤屋、伊尾、宇津戸、小世良、

小谷、川尻、甲山、西上原、東上原、別迫、青水、青

山、井折、賀茂、京丸、黒淵、三郎丸、重永、津口、

寺町、田打、徳市、戸張、中原、西神崎、東神崎、堀

越、本郷、安田を除く。） 

広島県立広島北特

別支援学校 

 知的障害 広島市（中区、東区、南区、西区、安佐南区（東原一

丁目から三丁目まで、西原一丁目から九丁目まで、祗

園一丁目から八丁目まで、祗園町、長束一丁目から六

丁目まで、長束西一丁目から五丁目まで、長束町、山

本一丁目から九丁目まで、山本新町一丁目から五丁目

まで及び山本町に限る。）、安佐北区（白木町、狩留

家町、小河原町、上深川町、深川町、深川一丁目から

八丁目まで、亀崎一丁目から四丁目まで、真亀一丁目

から五丁目まで、倉掛一丁目から三丁目まで、落合一

丁目から五丁目まで、落合町、落合南一丁目から九丁

目まで、落合南町、口田町、口田一丁目から五丁目ま

で、口田南一丁目から九丁目まで及び口田南町に限

る。）、安芸区及び佐伯区を除く。）、安芸高田市及

び山県郡 

広島県立沼隈特別

支援学校 

 知的障害 尾道市（百島町及び浦崎町に限る。）及び福山市（赤

坂町、今津町、今津町二丁目から七丁目まで、内海町、

神島町、金江町、神村町、草戸町、熊野町、佐波町、

瀬戸町、高西町、高西町一丁目から四丁目まで、田尻

町、津之郷町、鞆町後地、鞆町鞆，走島町、東明王台、

東村町、藤江町、本郷町、松永町、松永町一丁目から

七丁目まで、南今津町、南松永町一丁目から四丁目ま
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で、宮前町一丁目及び二丁目、水呑町、水呑向丘、明

王台一丁目から五丁目まで、柳津町、柳津町一丁目か

ら五丁目まで、山手町、山手町一丁目から七丁目まで

並びに沼隈町に限る。） 

広島県立黒瀬特別

支援学校 

 知的障害 東広島市（河内町、入野中山台一丁目から五丁目まで、

河内臨空団地及び安芸津町を除く。） 

広島県立呉南特別

支援学校 

 

 聴覚障害 

 

呉市、竹原市、東広島市（黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬

学園台、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目から

三丁目まで、黒瀬春日野一丁目及び二丁目、黒瀬楢原

北一丁目から三丁目まで、黒瀬楢原東一丁目から三丁

目まで、黒瀬楢原西一丁目及び二丁目並びに安芸津町

に限る。）及び江田島市（江田島町に限る。） 

知的障害 

 

呉市（焼山町、焼山ひばりケ丘町、焼山此原町、焼山

松ケ丘一丁目及び二丁目、焼山桜ケ丘一丁目から三丁

目まで、焼山政畝一丁目から三丁目まで、焼山西一丁

目から三丁目まで、焼山中央一丁目から六丁目まで、

焼山東一丁目から四丁目まで、焼山南一丁目及び二丁

目、神山一丁目から三丁目まで、焼山三ツ石町、焼山

宮ケ迫一丁目及び二丁目、焼山北一丁目から三丁目ま

で、焼山本庄一丁目から五丁目まで、焼山泉ケ丘一丁

目及び二丁目、押込町、押込一丁目から六丁目まで、

押込西平町、苗代町、栃原町、郷原町、郷原学びの丘

一丁目及び二丁目、郷原野路の里一丁目及び二丁目、

音戸町、音戸町坪井一丁目から三丁目まで、音戸町引

地一丁目及び二丁目、音戸町鰯浜一丁目から三丁目ま

で、音戸町北隠渡一丁目及び二丁目、音戸町南隠渡一

丁目から四丁目まで、音戸町高須一丁目から三丁目ま

で、音戸町波多見一丁目から十一丁目まで、音戸町畑
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一丁目から三丁目まで、音戸町有清一丁目及び二丁目、

音戸町先奥一丁目から三丁目まで、音戸町藤脇一丁目

から三丁目まで、音戸町早瀬一丁目から三丁目まで、

音戸町田原一丁目から三丁目まで、音戸町渡子一丁目

から三丁目まで並びに倉橋町を除く。） 
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特別支援学校の高等部普通科への過年齢者の入学許可基準について 

 

１ 過年齢者 

  養護学校の義務制が実施された昭和５４年４月１日において，満１５歳に

達していた者のうち，その後，広島県立特別支援学校（以下「特別支援学校」

という。）の高等部普通科に入学しようとする者で，学校教育法施行令第２２

条の３に規定する視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者，又

は病弱者に該当する者。ただし，中学部に就学し，引き続き当該特別支援学

校の高等部普通科に入学しようとする者を除く。 

 

２ 過年齢者の入学許可基準 

  特別支援学校の校長は，高等部普通科の第１学年の生徒で学級編制を行う。

その際，学級数を増加させない範囲内で，次の（１）及び（２）により，特

別支援学校の高等部普通科への過年齢者の入学を許可できる。 

  ただし，年度の中途からの入学については許可できない。 

（１）入学を許可する学年 

   高等部普通科第１学年とする。 

（２）入学許可に当たって 

   第１学年において，学級編制の標準とする１学級の生徒の数に余裕があ

る場合に入学を許可することができる。（単一障害学級で過年齢者を除く７

人以下の生徒で学級を編制する場合及び重複障害学級で過年齢者を除く２

人以下の生徒で学級を編制する場合に限る。） 

   なお，当該学校への入学予定者及び在学生徒に与える影響等を考慮し，

入学を許可しないことができる。 

 

３ 入学許可の判定 

  前記２の「過年齢者の入学許可基準」において，入学許可の判定ができな

い場合が生じたときは，校長は広島県教育委員会と協議するものとする。 

  この場合において，広島県教育委員会は，入学許可のための順位を判定し，

当該校長に通知する。 

 

４ その他 

これに定める入学許可基準等については，平成１６年度入学者から適用す

るものとする。 

 

附則 

平成１５年９月１日から施行する。 

平成１９年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◇◇◇◇広島県立特別支援学校高等部入学者選抜 

                実施要項についての問合せ先◇◇◇◇ 

 

    広島県教育委員会事務局教育部特別支援教育課 

     〒730-8514 広島市中区基町９－42 

      電話 082-513-4982 

 

 

 

 

 

 

********* ホームページで入学者選抜の情報をお知らせ ********* 

    

広島県教育委員会ホームページ ホットライン教育ひろしま 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/ 

 

************************************************************** 

 


